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12月定例会

議 　案

新たに19施設の指定管理者
を指定
　12月市議会定例会は12月6日から12月15日までの10日間の会期で
開き、議案18件を審議しました。
　条例の制定など、主な内容をお知らせします。

●
電
子
自
治
体
の
推
進
で

　

50
の
手
続
が
可
能
に

（
第
97
号
議
案
）

　

あ
い
ち
電
子
申
請
届
出
シ
ス

テ
ム
を
利
用
し
て
、
現
在
39
の

電
子
申
請
・
届
出
が
可
能
と
な

っ
て
い
ま
す
。

平
成
19
年
１
月
24
日
か
ら
、

①
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
請
求

②
公
文
書
開
示
の
請
求

③
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
再
交
付
請
求

④
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
の

再
交
付
請
求

⑤
乳
幼
児
医
療
費
受
給
者
証
の

再
交
付
請
求

⑥
母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者

証
の
再
交
付
請
求

な
ど
新
た
に
11
の
電
子
手
続
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

●
市
民
会
館
の
管
理
を
直
営
に

（
第
113
号
議
案
）

　

11
月
26
日
の
市
民
会
館
の
指

定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
に

伴
い
、
27
日
か
ら
市
が
直
営
で
市

民
会
館
を
管
理
運
営
す
る
よ
う

に
し
た
こ
と
を
承
認
し
ま
し
た
。

●
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
の
設
置

　

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
75

歳
以
上
の
高
齢
者
に
係
る
医
療

に
つ
い
て
は
、
財
政
基
盤
の
安

定
化
を
図
る
と
い
う
考
え
方
か

ら
、
従
来
の
医
療
保
険
制
度
か

ら
独
立
し
た
運
営
主
体
を
都
道

府
県
ご
と
に
全
市
町
村
が
加
入

す
る
広
域
連
合
で
実
施
す
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
県
内
の
全
市
町
村
と

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す

る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
の
規

約
を
議
決
し
ま
し
た
。

　

こ
の
広
域
連
合
は
平
成
19
年

３
月
20
日
に
設
置
さ
れ
る
予
定

で
す
。

●
三
谷
町
財
産
区
管
理
委
員
の

選
任

　

委
員
大
河
正
和
氏
、
神
谷
千

秋
氏
、
小
田
明
雄
氏
、
原
田
学

氏
、
三
浦
義
治
氏
、
麻
野
間
隆

氏
、
小
田
佳
則
氏
の
７
名
の
任

期
が
平
成
19
年
１
月
13
日
に
満

了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
新
た
に

鈴
木
一
正
氏
、
鈴
木
哲
朗
氏
、

山
中
昇
治
氏
、
伊
藤
幹
夫
氏
、

松
本
正
之
氏
、
星
野
行
信
氏
、

平
野
一
雄
氏
を
委
員
と
し
て
選

任
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

●
指
定
管
理
者
の
指
定

　

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
新

た
に
19
施
設
に
つ
い
て
左
欄
の

表
の
と
お
り
指
定
管
理
者
の
指

定
を
し
ま
し
た
。

　

指
定
管
理
者
の
選
定
は
、
７

■ 12 月定例会の日程

6 日　 本会議〔会期の決定、
議案説明、採決、一
般質問など〕

7日　本会議〔一般質問〕

8日　本会議〔一般質問〕

11 日　総務委員会

12 日　経済委員会

13 日　文教委員会

15 日　 本会議〔委員長報告、
採決など〕

条
例
の
制
定

専
決
処
分

そ
の
他
の
議
案

■ 陳情等
○介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳
情書
　提出者　　愛知自治体キャラバン実行委員会
　　　　　　代表者　徳田　秋　氏
　審査結果　不採択
○蒲郡市障害者歯科診療所の設置について
　提出者　　蒲郡市手をつなぐ育成会
　　　　　　会長　生駒吉昭氏　ほか 2団体
　審査結果　聞きおく

■ 75 歳以上（65 歳以上の一定障害者含む）の医療制度
老人保健制度

（平成 20 年 3月まで）
後期高齢者医療制度
（平成 20 年 4月から）

財源構成
公費 5割（国 4：県 1：市町村 1）
各保険者からの拠出金 5割
保険料なし

公費 5割（国 4：県 1：市町村 1）
各保険者からの支援金 4割
対象者の保険料 1割

運　　営 各市町村 広域連合（県内の全市町村）

患者負担 1割（現役並み所得者は3割）


